
 

東大阪市社会福祉法人等指導監査要綱 
（目的）  

第１条 この要綱は、社会福祉事業を経営する者が、社会福祉に対する東大阪市民の信

頼に応え、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）、児童福祉法（昭和２２年法律第 

１６４号）、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）、生活保護法（昭和２

５年法律第１４４号）、知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）、老人福祉法

（昭和３８年法律第１３３号）、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）、子

ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）等の福祉諸法をはじめ、労働基準

法、消防法などの法令（以下「関係法令等」という。）を遵守して、法人運営及び施

設経営を行うことに対して、調査、指導及び助言をすることにより、適正な法人の運

営と円滑な社会福祉事業の経営の確保を図ることを目的とする。 

 

（基本方針） 

第２条 指導監査は、前条の目的を達成するため、社会福祉法人の法人運営及び事業経

営並びに社会福祉施設の事業運営及び施設経営が、自主的かつ自律的に行われること

に配慮しつつ、必要に応じて調査、指導及び助言を行うものとする。 

 

（指導監査対象） 

第３条 指導監査の対象は、本市が所管する社会福祉法人及び次の各号に掲げる社会福

 祉施設（東大阪市立社会福祉施設は除く。）とする。 

(1) 生活保護法に規定する救護施設 

(2) 児童福祉法に規定する保育所（認可外保育所を除く。） 

(3) 老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム 

(4) 障害者総合支援法に規定する障害者支援施設及び障害福祉サービス事業（社会福

祉法人が実施する事業で、同法第８０条に規定する施設を必要とするものに限

る。）を行う施設 

(5) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 

１８年法律第７７号）に規定する幼保連携型認定こども園（社会福祉法人が運営す

る施設に限る。） 

 

（実施体制） 

第４条 指導監査は、福祉部指導監査室法人・高齢者施設課並びに同室障害福祉事業者

課、生活支援部生活福祉室生活福祉課及び子どもすこやか部こどもみらい室こども施

設監査課（以下「関係課」という。）の職員が、所属長の指示を受け実施するものと

する。この場合において、法人・高齢者施設課は関係課との連絡調整を行い、原則と

して、関係課は利用者の支援に係る指導監査を実施するものとする。 

２ 指導監査に当たっては、法人の負担を緩和するため、法人・高齢者施設課、介護事



 

業者課及び障害福祉事業者課がそれぞれ、介護保険法（平成９年法律第１２３号）に

基づき施設に対して行う運営指導又は障害者総合支援法に基づき事業者及び施設に対

して行う実地指導と連携して実施するものとする。 

３ 指導監査に当たっては、公認会計士等の専門家を同行させて実施することができ

る。 

 

（実施方針） 

第５条 指導監査の実施方針は、国の実施方針等を考慮して、毎年度策定するものとす

る。 

 

（報告書等の提出） 

第６条 社会福祉法人及び社会福祉施設に対しては、毎年６月末日までに現況報告書等

の提出を求めるものとする。 

 

（指導監査事項） 

第７条 社会福祉法人及び社会福祉施設に関する指導監査事項は、次のとおりとする。 

(1) 組織運営 

(2) 資産管理 

(3) 会計管理 

(4) 施設の職員処遇 

(5) 施設の栄養管理 

(6) 利用者に対する支援 

(7) その他必要と認める事項 

 

（指導監査の種類） 

第８条 この要綱において、指導監査とは、一般監査及び特別監査をいう。 

２ 一般監査とは、実地指導監査及び書面指導監査をいう。 

３ 特別監査とは、正当な理由がなく一般監査を拒否した場合、法人等の運営に重大な

問題がある場合、度重なる一般監査による指導にもかかわらず是正又は改善が行われ

ない場合等、必要があると認めるときに、特定の社会福祉法人又は社会福祉施設に対

して行う指導監査をいう。 

 

（一般監査の実施の周期等） 

第９条 一般監査は、原則として、次に掲げる場合を除くほか、実地指導監査により毎

年１回実施するものとする。 

(1) 社会福祉法人については、法人本部及び当該法人が経営する社会福祉施設等の前

回の指導監査結果等から特に問題がないと認められる場合にあっては、３年に１回

とする。ただし、会計監査人を置く法人及びこれに準じた監査を行う法人について

は、その監査報告書の内容により５年に１回と、福祉部長が別に定める基準を満た



 

す場合は４年に１回とすることができる。 

(2) 第３条第１号、第３号及び第４号に規定する施設については、前回の指導監査結

果等から特に問題がないと認められる場合にあっては、３年に１回とすることがで

きる。また、実地指導監査を行わない場合に書面指導監査とすることができる。 

２ 一般監査は、第５条に規定する実施方針及び前項の規定に基づき、年度当初に実

施計画を策定して実施する。ただし、年度途中で新たに設立された法人及び新たに

事業を開始した社会福祉施設その他福祉部長が必要と認める法人及び社会福祉施設

については、年度計画にかかわらず、一般監査を実施することができる。   

 

（指導監査の方法） 

第１０条 実地指導監査は、次の方法により実施するものとする。 

(1) 原則として実施日の概ね４週間前までに指導監査を実施する社会福祉法人又は社

会福祉施設に、実施日時その他必要な事項を通知する。 

(2) 社会福祉法人又は社会福祉施設の事務所等において行う。ただし、公衆衛生上、

感染症のまん延を防止する必要性が極めて高く、実地において行うことが困難であ

ると認められる場合は、実地によらないことができるものとする。 

(3) 複数の職員により行う。 

(4) 関係書類をもとに、社会福祉法人及び社会福祉施設の運営、施設入所措置等の状

況等について、関係者から事情を聴取するほか、必要に応じ関係施設、設備及び帳

簿書類等を、実地に確認することにより行う。 

２ 書面指導監査は、社会福祉施設から提出された書面資料に基づき、年度末に行う。 

３ 実地指導監査及び書面指導監査の実施に当たり、第６条に規定する現況報告書以外

に、社会福祉法人及び社会福祉施設に対し事前に資料の提出を求めることができる。 

４ 特別監査については、実施の都度、その方法を定めるものとする。 

５ 前各項の規定にかかわらず、関係法令等に基づき随時に、指導監査を実施すること

ができる。 

 

（実施上の留意点） 

第１１条 指導監査の実施に当たっては、公正不偏かつ指導援助的態度で実施し、努め

て関係者の理解と協力が得られるよう配慮するものとする。 

 

（講評） 

第１２条 指導監査の講評は、指導監査の終了後、関係当事者に対して行うものとす

る。 

 

（指導監査結果の通知） 

第１３条 指導監査の結果は、報告書を作成し、決裁を得た上で、当該社会福祉法人又

は社会福祉施設に対し文書により通知するものとする。 

 



 

（指導監査後の措置） 

第１４条 指導監査の結果、是正又は改善を指示した事項については、当該社会福祉法

人又は社会福祉施設による自主的な是正又は改善を指示した事項を除き、文書により

改善報告書の提出を求めるものとする。 

２ 前項の改善報告書に基づき継続して運営指導を行う必要がある事項がある場合は、 

社会福祉法人及び第３条第３号に規定する施設に関する事項は法人・高齢者施設課 

が、その他の事項は関係課がそれぞれ行うものとする。 

 

（関係行政機関の協力） 

第１５条 指導監査の実施及び指導監査後の措置については、必要に応じて関係行政機

関の協力を求めるものとする。特に大阪府及び大阪府内の指定都市（以下「大阪府

等」という。）と共管する社会福祉法人又は社会福祉施設の監査実施に当たっては、

大阪府等の指導監査等と同時に実施するよう平素から情報交換等の連携を強化する。 

 

（情報の開示等） 

第１６条 指導監査に関する情報は、社会福祉法人等によって提供される福祉サービス

の質の向上及び福祉サービス利用者の保護に資するために、個人情報等の法令により

非公開とされている場合を除き、その提供に努める。 

 

（指導監査連絡会議） 

第１７条 指導監査の円滑な実施とその実効性を期するため、別表に掲げる者で構成す

る指導監査連絡会議（以下「連絡会議」という。）を設置する。 

２ 連絡会議は、法人・高齢者施設課長が主宰する。 

３ 連絡会議を円滑に運営するため、別表に掲げる者が指名する担当者で構成する担当

者連絡会議を設置する。 

                               

（その他） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、指導監査に関し必要な事項は、福祉部長が別

に定める。 

附 則  

この要綱は、平成１７年５月１日から施行し、平成１７年４月１日から適用する。 

附 則  

この要綱は、平成１８年２月１日から施行する。 

 附 則 

  この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

 附 則 

  この要綱は、平成１９年６月１日から施行する。 

 附 則 

  この要綱は、平成２０年５月１日から施行する。 



 

 附 則 

  この要綱は、平成２１年６月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成２２年６月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成２４年６月１日から施行する。 

 附 則 

  この要綱は、平成２５年６月１日から施行する。 

 附 則 

  この要綱は、平成２７年６月１日から施行する。 

 附 則 

  この要綱は、平成２８年６月１日から施行する。 

 附 則 

  この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 附 則 

  この要綱は、平成２９年６月２７日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、令和２年６月１２日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、令和４年５月１０日から施行する。 

 附 則 

  この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 



 

別表（第１７条関係） 

 福祉部指導監査室法人・高齢者施設課長 

 福祉部指導監査室介護事業者課長 

 福祉部指導監査室障害福祉事業者課長 

 生活支援部生活福祉室生活福祉課長 

 子どもすこやか部こどもみらい室こども施設監査課長 

 

 

 


